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第２分科会 「キャリア教育の充実」具体的方策のイメージ

（１）教育活動全体を通じた組織的・系統的なキャリア教育の推進

集団として「群れる（仲間と共に活動する等）」ことを通して社会性の育成を図る

とともに、勤労観・職業観を育成するために、全県立高校で職業を体験する機会を設

ける。（継続）

特に普通科高校においては、現在、インターンシップ参加者が１７％程度であるた

め、県立学校校長会や県高等学校進路指導協議会等に働きかけ、インターンシップ参

加者を増加させる。（拡充）

また、インターンシップを３日間程度実施している学校については、５日間以上の

実施を目指す。（拡充）

各高校が入学から卒業までのキャリア教育のプログラム（指導計画）を円滑に作成・

整備できるようにするため、産業界と教育委員会・高校等とが連携し、各校のプログ

ラムのベースとなるキャリア教育モデルプログラム（指導計画）を策定する。

具体例としては、産業界・教育委員会・高校の代表等が定期的に協議し、産業界の

持つ社員研修のノウハウ等を活用した３年間の指導プログラムを作成する。

また、特に普通科高校においては、キャリア教育を時間割の中に取り込んで行くこ

とを目指して、「産業社会と人間（総合学科で職業等について考えさせるために 1年

生が原則履修する科目、２単位／週）」を取り入れることを検討する。

さらに、進学する生徒が多い高校では、修学旅行等特別活動や夏期休業中に、会社

訪問やインターンシップを行うことを検討する。

各学校でキャリア教育が組織的・系統的に実施されるようにするため、市町等教育

委員会と連携し、すべての小学校・中学校・高校で、入学から卒業までのキャリア教

育のプログラム（指導計画）を策定する。（継続）

教育委員会は、各高校のキャリア教育プログラム（指導計画）が、キャリア教育の

共通認識である「適切な人間関係が作れること」「自信を持ち将来を切り拓いていく

意欲を持つこと」等を基礎としたうえで、各高校の特色に応じた取組を盛り込んでい

るかについて、学校と協議していく。また、カリキュラム（学校全体の指導計画）の

中のキャリア教育の位置付け方や、「生きる意義」「社会貢献」に係る取組の盛り込

み方等について、学校とともに検討していく。（拡充）

各小学校・中学校・高校のキャリア教育の実施内容について取組の充実を図るため、

他の校種の学校との連携及び地域や事業所等への橋渡し等を学校に提案するとともに、

実施の援助ができるＮＰＯ等と連携して、各学校を支援する。

Ｂ キャリア教育モデルプログラムの開発と各高校のカリキュラムへの反映・普及

(新規)

Ｃ 全ての学校における組織的・系統的なキャリア教育プログラムの策定（継続・拡充）

Ａ 全県立学校におけるインターンシップの実施と充実（継続・拡充）

Ｄ 各学校のキャリア教育実施内容の充実支援（新規）
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このことにより、縦（小中高の教育機関）と横（教育と地域）の連携のシームレス

（つなぎ目無し）化を図り、系統的なキャリア教育の充実を図る。

具体的には、教育委員会とＮＰＯ等の担当者が各学校の現状やニーズを聞きとり、

学校に対して取組に係る提案を行うとともに、実施にあたって必要となる他の校種の

学校や関係機関等への橋渡しを行う。

児童生徒が早期から様々な職業の内容や働くことの意義等を知り、進路意識を明確

にするため、職業人等と直接対話できる児童生徒向け職業展を開催する。

具体例としては、高校１・２年生を主な対象に、製造・販売・サービス・介護福祉・

保育・公務（消防・自衛隊等）など様々な職種の職業人、および各職種に関連する専

門学校等と連携し、体育館等を会場に、各仕事に関するブースを設置して、生徒が職

業人等と対話できるようにする。中学生および小学生もこれに参加できるようにする。

キャリア教育の土台の上に、職業に従事するための専門的な知識・技能を育成する

ため、高校の専門学科においては、基礎学力の充実を徹底することに加え、職業教育

の内容をさらに社会の変化に対応したものにしていく。（継続）

また、デュアルシステム（企業等と連携した長期にわたる実習）の参加生徒の増加

と内容の充実を図る。（拡充）

普通科及び総合学科においては、基礎学力の充実を徹底することと平行して、現在

は商業等一部の教科・科目に限られている職業に関する授業（例：商業に関する科目）

を増やし、時間割の中に組み込んでいくことを検討する。（拡充）

児童・生徒の社会参加と自立を実現するため、教育課程の編成を工夫しコース制を

導入することにより、生徒が自己選択による進路を決定することが可能になることを

目指す。（継続）

そのために、特別支援学校において、早期（高等部 1年生）から職場実習を行うと

ともに、企業等での勤務経験を持つ外部人材の活用により新しい実習先や就労先を開

拓する。(継続）

例えば、協定企業（ビルメンテナンス協会と平成２３年３月協定締結）等との連携

により、技術指導や職業教育の充実を図る（継続）

また、新たな職業適性アセスメントの手法を導入して個々の生徒の職業適性を把握

し、職種とのマッチングを図り、職場適応促進を図る。（新規）

重度の障がいを有する特別支援学校生徒一人ひとりの実態に応じたキャリア教育を

進めるため、生徒が福祉施設（作業所、授産所）に出向き、軽作業に取り組む「福祉

施設利用型デュアルシステム」を試行する。

Ｆ 全ての高校（普通科、総合学科、専門学科）における職業教育の充実（継続・拡充）

Ｈ 重度の障がいを有する生徒向きの福祉施設利用型デュアルシステムの試行（新規）

Ｅ 児童生徒が様々な仕事を知るための職業展の開催（新規）

Ｇ 特別支援学校におけるキャリア教育の充実（継続・新規）
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（２）適切な就職支援

就職支援に課題を持つ主に普通科高校が進路相談や求人開拓を充実させるため、こ

れらの学校に企業等で管理職や人事担当者の経験を持つ人材を就職支援相談員として

配置し、生徒・保護者対象の進路相談やガイダンス、求人開拓、幅広い職業選択のた

めの事業所情報の提供等を行う。（継続）

就職支援相談員の人数や配置校数の拡充を図る。（拡充）

就職希望者の希望職種等と求人とのマッチングを図るため、商工会議所等の経済団

体・三重労働局・市町等と連携し、県内各地で開催している就職情報交換会・合同就

職面接会を実施する。（継続）

加えて、商工会議所と専門高校等が、キャリア教育や職業教育を含む学校教育のあ

り方、産業界としての求人・人材育成の長期展望等について、協議する場を増やして

いく。（拡充）

児童生徒が早期から様々な職業の内容や働くことの意義等を知り、進路意識を明確

にすることができるよう、職業人等と直接対話できる児童生徒向け職業展を開催する。

具体例としては、高校１・２年生を主な対象に、事業所（製造・販売・サービス・

福祉等）、保育、自衛隊等、および様々な職種に関連する専門学校等と連携し、体育館

等を会場に、各仕事に関するブースを設置して生徒がこれを廻って対話できるように

する。中学生および小学生もこれに参加できるようにする。

この取組を通じて、生徒が幅広い選択肢から職業を選択する視野を持つようになり、

生徒の希望職種と企業等からの求人がよりマッチしていくことを目指す。

各高校が行う就職指導をより効果的なものとするため、高校卒業生や、卒業生が就

職した事業所からの情報をもとに、高校３年生を対象とした望ましい就職指導のプロ

セスを検討する。

具体例としては、若年者の雇用支援や人材育成等に専門性と実績を持つ民間企業を

活用し、卒業生アンケート等の内容から、モデル的就職指導プロセスを明らかにする。

また、その成果を各高校に普及して、就職指導方法の改善を図る。

児童・生徒の就労希望を実現するため、企業等で勤務経験のある人材を職域開発支

援員等として雇用し、就労先の開拓を進めるとともに、個々の生徒の障がいの特性に

対応した就労先の紹介を行う。（継続）

また、企業等に対して障がいの特性を周知するため、特別支援教育フォーラムを実

施するとともに、企業向け就労支援マニュアルを作成し活用を図る。（新規）

Ａ 「就職支援相談員」の配置（継続・拡充）

Ｂ 就職情報交換会、合同就職面接会の開催（継続・拡大）

Ｃ 児童生徒が様々な仕事を知るための職業展の開催（新規）［再掲］

Ｄ 各高校の就職指導プロセスの改善（新規）

Ｅ 特別支援学校高等部卒業者への就職支援の充実（継続・拡充・新規）
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併せて、行政のトップが企業の上層部に対して「トップ外交」を行うことによる雇

用促進や、商工会議所等の経済団体との連携を拡大し、就労支援ネットワークを構築

する。(拡充）

さらに、新たな職業適性アセスメントの導入により、より効果的な生徒の適性と職

種とのマッチングの実施や、教育課程の編成を工夫しコース制を導入することにより、

生徒が自己選択による進路を決定することが可能になることを目指す。（継続：再掲）

（３）地域と共に創る学校づくりの視点からのキャリア教育のあり方

インターンシップの拡充等、高校のキャリア教育における学校と地域との連携方策

を検討するため、県内７地域において、学校・企業・経済団体・市町・ハローワーク

等によるキャリア教育推進地域連携会議を開催する。（継続）

現在各地域で年２回程度実施している同会議について、各地域の実情にあわせなが

ら、各種の連携の実務（例：インターンシップ実施方法の改善、高校のキャリア教育

の改善、企業等の学校への協力、就職支援等）を運営する事務局的機能を持つものと

して実施していくことを検討する。（拡充）

集団として「群れる（仲間と共に活動する等）」ことを通して社会性の育成を図る

とともに、勤労観・職業観の育成するために、全県立高校で職業を体験する機会を設

ける。（継続）

特に普通科高校においては、現在、インターンシップ参加者が１７％程度であるた

め、県立学校校長会や県高等学校進路指導協議会等に働きかけ、インターンシップ参

加者を増加させる。（拡充）

また、インターンシップを３日間程度実施している学校については、５日間以上の

実施を目指す。（拡充）

このことに取り組むことを通じて、地域の事業所等と学校が連携し、子どもたちを

核としたキャリア教育を充実させることができる。

子どもたちが将来ありたい姿を見いだすとともに、専門的な技術・技能に関する興

味・関心を持てるようにするため、社会貢献に取り組む団体、ＣＳＲ活動に取り組む

企業等との連携を図りながら、すべての小学校・中学校・高等学校で、社会で活躍す

る卒業生等による授業（講演会・実習体験等）や、地域等で働く人に子どもたちが半

日または１日程度密着する体験を実施する。

各高校が入学から卒業までのキャリア教育のプログラム（指導計画）を円滑に作成・

整備できるようにするため、産業界と教育委員会・高校等とが連携し、各校のプログ

ラムのベースとなるようなキャリア教育モデルプログラム（指導計画）を策定する。

Ａ キャリア教育推進地域連携会議の開催（継続・拡充）

Ｂ 全県立学校におけるインターンシップの実施と充実（継続・拡充）［再掲］

Ｃ 「（三重県版）ようこそ先輩」と「仕事ぴったり体験」の実施（新規）

Ｄ キャリア教育モデルプログラムの開発・普及（新規）［再掲］
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具体例としては、産業界・教育委員会・高校の代表等が定期的に協議し、産業界の

持つ社員研修のノウハウ等を活用した３年間の指導プログラムを作成する。

また、特に普通科高校においては、キャリア教育を時間割の中に組み込んでいくこ

とを目指して、「産業社会と人間（総合学科で職業等について考えさせるために 1年

生が原則履修する科目、２単位／週）」を取り入れることを検討する。

さらに、進学する生徒が多い高校では、修学旅行等特別活動や夏期休業中に、会社

訪問やインターンシップを行うことを検討する。

企業と学校が連携し、様々な地域や学校の置かれた状況に応用できるような、ベー

スとなるモデルプログラム（指導計画）を策定していく。

企業等に対して障がい者雇用の理解啓発を図るため、特別支援学校で実施している

企業向け学校見学会を拡大したり、新たに企業関係者を含む「特別支援学校パートナ

ーシップ会議」を学校ごとに開催する。（新規）

今後は、県内７地域において実施する「キャリア教育推進地域連携会議」に特別支

援学校が積極的に参加し、就労支援やキャリア教育における学校と地域の連携方策を

検討する。（拡充）

（４）教員の指導力の向上に向けた取組

教員がより実効性のあるキャリア教育を展開できるようにするため、企業・経済団

体等と連携し、教員が企業の人材育成や経営の実際に触れる機会を創出する。

具体例としては、教職員が職業現場で仕事の実際を見て感じる「ジョブシャドウイ

ング（職業人に付き従う体験を通じて職業について学ぶ取組）」や、各学校に企業経営

者等を招いて企業の人材育成や経営について教員と意見交換等を行う機会を作る。

各小学校・中学校・高等学校が互いに異なる校種の学校と連携して進めるキャリア

教育を充実させるため、県と市町等教育委員会が連携して、各校種の学校の教員が参

加する実践交流会を開催する。先進的な事例の紹介等を行い、教員の指導スキルの向

上を図る。

教員のキャリア教育に関する理解を深めスキルを高めるため、県（研修分野）が実

施しているキャリア教育に係る教員研修について、県での集合研修やインターネット

を用いたＥラーニングによる研修を継続し、充実させる。（継続）

また、市町等教育委員会と連携して県内各地で行っている研修の拡充を図る。（拡充）

Ｅ 特別支援学校と企業等の連携の強化（拡充・新規）

Ａ 教員が企業の人材育成や経営の実際に触れる機会の創出（新規）

Ｂ キャリア教育実践交流会の開催（新規）

Ｃ キャリア教育研修会の開催（継続・拡充）
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各学校でキャリア教育が組織的・系統的に実施されるようにするため、市町等教育

委員会と連携し、すべての小学校・中学校・高等学校で、入学から卒業までのキャリ

ア教育のプログラム（指導計画）を策定する。（継続）

各学校のプログラム（指導計画）の策定にあたる教員は、思いを込めてプログラム

（指導計画）を策定することを通じて、キャリア教育の考え方や取組のあり方等につ

いて、知見を深めていく。このことを通じて、キャリア教育展開のための校内の中核

的教員を養成する。（拡充）

各高校が行う就職指導をより効果的なものとするため、高校卒業生や、卒業生が就

職した事業所からの情報をもとに、高校３年生を対象とした望ましい就職指導のプロ

セスを検討する。

各学校の就職指導プロセスの改善にあたる教員は、就職指導の考え方や取組のあり

方等について、知見を深めていく。このことを通じて、学校の就職指導の中核的教員

を養成する。

ビルメンテナンス協会（平成 23 年 3 月に協定締結）やコンビニエンスストアでの教

員向けに指導力を向上するための技能講習を実施する。（継続）

また、経験豊富な外部人材の方のノウハウを活用し、企業訪問をする際のポイントなどを学ぶ研

修を充実する。（取組例：就労支援マニュアルの作成）（新規）

Ｄ すべての学校における組織的・系統的なキャリア教育プログラムの策定

（継続・拡充）［再掲］

Ｅ 各高校の就職指導プロセスの改善（新規）［再掲］

Ｆ 特別支援学校教員の職場実習の実施（継続・新規）






















